
 

茂 企 画 第 ３ ３ 号 

令和５年５月１１日 

 

茂原市監査委員 風戸 博恭 様 

茂原市監査委員 山田 広宣 様 

茂原市長  田中 豊彦   

 

 

監査結果に対する措置通知書 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じたので、通

知いたします。 

 

（対 令和 4年 11月 28日付け茂監第 132号） 

       企画財政部        企画政策課 

監  査  結  果 

本市の未来を最適な方向に導くため、重要な業務を幅広くかつ深く探究できるよ

う、人員補充や業務内容の見直し等により体制整備に努められたい。 

措  置  内  容 

当課で所管していた公共施設等総合管理計画や公共施設の跡地利用に関する業務等につ

いて、今年度より管財課内に公有財産管理室を新設し、業務を移管したことにより体制

整備及び業務内容の見直し等を図った。 

 


